
2024年4月から障害者雇用の法定雇用率が2.5%に改定されました。その背景には障害のある方の働く意
欲が増していることがあります。同時に障害のある方を戦力として採用する企業も増えています。
法定雇用率の改定によって雇用義務が発生した企業にとっては、何から始めれば良いのかお悩みかも知れ
ません。また、これを機に本格的に障害者雇用に取り組まれる企業もあります。

経験の少ない企業は障害者雇用を特別なものと捉えがちですが、人事マネジメントの基本は同じです。
「ちょっと丁寧にマネジメント」することで戦力として活躍している方も多くいます。ただし、基礎知識
を知らなかったために大きな失敗をしてしまったという事例があるのも事実なので、「はじめて」もしく
は「本格的に」障害者雇用に取り組む前にマネジメントの基本を再認識することをお勧めします。

このセミナーは、障害者雇用マネジメントの基本を説明するとともに各企業の状況にあわせた意見交換や
相談なども重視して実施しますので、是非、ご参加いただき一緒に勉強しましょう。

Program

障害者雇用の基礎セミナー

＜対象＞
 はじめて障害者雇用を始める企業様
 これから本格的に雇用する企業様
障害者雇用の基本を再確認しておくことをお勧めします

9:45 受付開始

10:00 開会 & オリエンテーション

10:15 講義：障害者雇用にあたって「企業だからこそ意識すべきこと」
障害の基礎知識
障害者雇用促進法の概要
障害者雇用の現状と動向
就労支援に関する福祉制度
障害者雇用の基本ステップと事例
精神・発達障害者マネジメントの基本

11:15 質疑応答 & 意見交換

11:45 施設見学

12:00 閉会

【2ヶ月に1回開催】

日 時： 2024年5月16日（木） 10:00～12:00

場 所： 茨木市立障害者就労支援センター かしの木園
3階 大会議室

募集数： 1名～30名程度まで

申込・問い合わせ先：

茨木市立障害者就労支援センター かしの木園 企業支援チーム 担当：松田

TEL：072-645-6633    FAX：072-645-6644

e-mail：kashinoki-co@clock.ocn.ne.jp

主催：茨木市立障害者就労支援センターかしの木園 企業支援チーム

【申込書は裏面】

mailto:jsn-kashinoki@clock.ocn.ne.jp


貴社(貴団体)名

ふりがな

参加者名

(所属部門名)

(氏名)

TEL

FAX

E-mail

気になることがあれば
記入ください

(参加者が複数の場合にはここに記載ください)

(記入いただいた個人情報は本事業の実施運営のみに使用します)

申込先：

茨木市立障害者就労支援センター かしの木園 企業支援チーム 担当：松田

TEL：072-645-6633    FAX：072-645-6644

e-mail：kashinoki-co@clock.ocn.ne.jp

参加申込書 《2024.5.16開催 障害者雇用の基礎セミナー》

e-mail ： kashinoki-co@clock.ocn.ne.jp

住所 ：茨木市春日一丁目15番22号

開館時間 ： 午前9時～午後5時

休館日 ： 土・日曜日、祝日、12月29日～翌年1月3日

交通アクセス ： ＪＲ茨木駅より徒歩10分

駐車場 ： なし

茨木市立障害者就労支援センターかしの木園 企業支援チーム

TEL：０７２－６４５－６６３３ FAX:０７２－６４５－６６４４

茨木市立障害者就労支援センターかしの木園は、指定管理者として

NPO法人大阪精神障害者就労支援ネットワークが運営をしています
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